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令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

第
六
百
八
十
二
号

増

刊

①

規

則
（
第
十
七
号

－

第
三
十
一
号
）

○
福
岡
県
公
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
行
政
経
営
企
画
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

　

す
る
規
則

（
行
政
経
営
企
画
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
庁
内
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
財
産
活
用
課
）
…
…
…
…
…
二

○
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　

（
生
活
衛
生
課
）
…
…
…
…
…
二

○
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
生
活
衛
生
課
）
…
…
…
…
…
三

○
福
岡
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　

（
自
然
環
境
課
）
…
…
…
…
…
三

○
福
岡
県
環
境
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
自
然
環
境
課
）
…
…
…
…
…
四

○
福
岡
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
自
然
環
境
課
）
…
…
…
…
…
五

○
福
岡
県
希
少
野
生
動
植
物
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

　

す
る
規
則

（
自
然
環
境
課
）
…
…
…
…
…
五

○
福
岡
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
償
還
金
等
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　

規
則

（
団
体
指
導
課
）
…
…
…
…
…
五

○
福
岡
県
土
地
改
良
財
産
の
譲
与
及
び
管
理
の
委
託
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

　

一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
農
村
森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
…
六

○
福
岡
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
償
還
金
等
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
漁
業
管
理
課
）
…
…
…
…
…
六

○
福
岡
県
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　

る
規
則

（
水
産
振
興
課
）
…
…
…
…
…
七

○
福
岡
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　

（
下
水
道
課
）
…
…
…
…
一
一

○
福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
会
計
管
理
局
会
計
課
）
…
…
…
…
一
一

　

福
岡
県
公
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
十
七
号

　
　
　

福
岡
県
公
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
公
報
発
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
原
稿
の
提
出
）

第
四
条　

公
報
登
載
事
項
を
所
管
す
る
課
の
課
長
（
以
下
「
事
務
主
管
課
長
」
と
い
う
。
）
は
、
決
裁

後
遅
滞
な
く
、
公
報
主
管
課
長
（
以
下
「
課
長
」
と
い
う
。
）
に
公
報
の
原
稿
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２　

課
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
事
務
主
管
課
長
に
対
し
、
公
報
登
載
に

関
し
必
要
な
指
示
を
行
う
と
と
も
に
、
原
稿
提
出
の
遅
滞
そ
の
他
注
意
す
べ
き
事
項
が
あ
る
と
き
は

、
当
該
事
項
を
指
摘
し
て
注
意
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
五
条
を
削
り
、
第
六
条
中
「
、
決
裁
文
書
又
は
公
報
登
載
依
頼
書
と
と
も
に
」
を
削
り
、
同
条
を

第
五
条
と
し
、
第
七
条
を
第
六
条
と
す
る
。

　

別
記
様
式
中
校
正
の
欄
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し

、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
十
八
号

目

次
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福
岡
県
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
　
　

則

　

福
岡
県
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
の
手
続
に
関
す
る
規
則
（
平
成
八
年
福
岡
県
規
則
第
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
行
政
庁
」
の
下
に
「
（
知
事
又
は
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
委
任
さ
れ
た
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
総
務
部
行
政
経
営
企
画
課
長
」
を
「
総
務
部
法
務
・
県
民
情
報
課

長
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
総
務
部
行
政
経
営
企
画
課
」
を
「
総
務
部
法
務
・
県
民
情
報
課
」
に

改
め
る
。

　

第
四
条
中
「
総
務
部
行
政
経
営
企
画
課
長
」
を
「
総
務
部
法
務
・
県
民
情
報
課
長
」
に
、
「
名
あ
て

人
」
を
「
名
宛
人
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
第
三
項
後
段
」
を
「
第
十
五
条
第
四
項
後
段
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
第
一
項
中
「
県
公
報
に
よ
り
」
を
削
る
。

　

第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四
項
中
「
記
名
押
印
」
を
「
記
名
」
に
改
め
る
。

　

第
十
七
条
中
「
署
名
又
は
記
名
押
印
」
を
「
記
名
」
に
改
め
る
。

　

第
十
八
条
第
二
項
中
「
第
十
五
条
第
三
項
後
段
」
を
「
第
十
五
条
第
四
項
後
段
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び

第
十
八
条
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
庁
内
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
庁
内
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
庁
内
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
条
第
三
号
中
「
運
転
免
許
試
験
課
」
を
「
鑑
識
課
、
北
九
州
地
区
暴
力
団
犯
罪
捜
査
課
及
び
運

転
免
許
試
験
課
並
び
に
部
の
附
置
機
関
（
自
動
車
警
ら
隊
、
鉄
道
警
察
隊
、
機
動
捜
査
隊
及
び
交
通
機

動
隊
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
運
転
免
許
試
験
課
」
を
「
鑑
識
課
、
北
九
州
地
区
暴

力
団
犯
罪
捜
査
課
及
び
運
転
免
許
試
験
課
」
に
改
め
、
「
及
び
機
動
捜
査
隊
」
を
削
り
、
「
及
び
警
察

署
」
を
「
並
び
に
警
察
署
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
号

　
　
　

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中

「

本
籍
地

都
・
道
・
府
・
県

 

」
を

住
所

生
年
月
日

「

本
籍
地

都
・
道
・
府
・
県

 

」
に

住
所

生
年
月
日

年　
　
月　
　
日

性
別

男
・
女

個
人
番
号

、
「沖

縄
県

」
を
「熊

本
県
及
び
沖
縄
県

」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

「本　
籍

（都
道
府
県
名

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

住　
所

　

様
式
第
十
二
号
中　

氏　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年　
　
月　
　
日
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　

電
話
番
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
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「本　
籍

（都
道
府
県
名

）

　
住　
所

　

氏　
名

　
　
　
　
　
　
　
　

年　
月　
日
生

　
　
　
　

に
、
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

性　
別

　
　
　
　
　

男

　

・　

女

　
個
人
番
号

　

電
話
番
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

様
式
第
十
三
号
中

「

本
籍

（都
道
府
県
名

）

 

」
を

住
所

免
許
証
登
録
番
号

第
号

免
許
証
登
録
年
月
日

年
月

日

旧
姓
・
通
称
名

（併
記
を
希
望
す
る
場
合

）

（氏
）

（名

）

生
年

月
日

年
月

日

再
交
付
申
請
の
理
由

「

本
籍

（都
道
府
県
名

）

 

」
に

住
所

免
許
証
登
録
番
号

第
号

免
許
証
登
録
年
月
日

年
月

日

旧
姓
・
通
称
名

（併
記
を
希
望
す
る
場
合

）

（氏

）

（名

）

生
年

月
日

年
月

日

性
別

個
人

番
号

再
交
付
申
請
の
理
由

改
め
、
備
考
中
「
､鹿

児
島
県

」
を
削
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「本　
籍

（都
道
府
県
名

）

「本　
籍

（都
道
府
県
名

）　
　
　
　
　
　
　
　
　

住　
所

　

住　
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

氏　
名

　

氏　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　

年　
　
月　
　
日
生

　
　

に
改

　
　
　
　
　
　
　
　

年　
　
月　
　
日
生　
　
　

　

性　
別

　
　
　
　
　

男

　

・　

女

　

電
話
番
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　

個
人
番
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

電
話
番
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
一
号

　
　
　

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
平
成
四
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
九
号
中
「食

管
・
食
監

」
を
「食

監
・
食
管

」
に
改
め
、
「自

動
販
売
機

」
の
次
に
「
､全

自
動
調
理
機

」
を
加
え
、

「

飲
食
店
の
う
ち
簡
易
飲
食
店
営
業
の
施
設

□
生
食
用
食
肉
の
加
工
又
は
調
理
を
行
う
施
設

□

 

」
を

ふ
ぐ
の
処
理
を
行
う
施
設

□

「

飲
食
店
の
う
ち
簡
易
飲
食
店
営
業
の
施
設

□
飲
食
店
の
う
ち
従
業
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理

機
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
営
業

□

 

」
に

ふ
ぐ
の
処
理
を
行
う
施
設

□
生
食
用
食
肉
の
加
工
又
は
調
理
を
行
う
施
設

□
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
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福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号

　
　
　

福
岡
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

七　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

　

第
十
七
条
第
十
一
号
の
十
中
「
設
備
を
」
を
「
工
作
物
（
当
該
電
柱
の
色
彩
と
同
等
と
認
め
ら
れ
な

い
電
柱
の
支
柱
を
除
く
。
）
を
新
築
、
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
号
の
十
三
中
「
防
除
」
の
下
に
「
若

し
く
は
当
該
防
除
に
係
る
調
査
」
を
加
え
、
同
条
第
十
一
号
の
十
五
中
「
た
め
に
」
を
「
目
的
で
」
に

、
「
又
は
当
該
」
を
「
、
当
該
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
四
号
の
十
二
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
正
当

な
理
由
が
な
く
て
行
う
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
十
四
号
の
十
五
中
「
森
林
」
の
下
に

「
、
牧
野
、
草
原
若
し
く
は
農
地
」
を
加
え
、
同
条
第
二
十
四
号
の
十
六
の
二
中
「
防
除
」
の
下
に
「

又
は
当
該
防
除
に
係
る
調
査
」
を
加
え
、
同
条
第
二
十
七
号
の
二
十
九
中
「
第
三
条
」
を
「
第
三
条
第

一
項
」
に
、
「
免
許
」
を
「
許
可
」
に
、
「
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
不
定
期
航
路
事
業
の
届
出
を
し

た
者
又
は
同
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
旅
客
不
定
期
航
路
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
」
を
「
第

二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
旅
客
不
定
期
航
路
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
、
同
法
第
二
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
不
定
期
航
路
事
業
の
登
録
を
受
け
た
者
又
は
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
貨
物
専
用
不
定
期
航
路
事
業
の
届
出
を
し
た
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
七
号
の
三
十
六
中

「
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
実
施
計
画
に
従
つ
て
実
施
す
る
」
に
改
め
、
第
二
十
条
の
五
第

三
項
第
一
号
中
「
以
上
」
を
「
程
度
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

海
上
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
四
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と

い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
小
型
船
舶
旅
客
不
定
期
航
路
事
業
を
営
む

こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
を
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号

）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
立

自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
二
十
七
号
の
二
十

九
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３　

改
正
法
附
則
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
人
の
運
送
を
す
る
不
定
期
航
路
事
業
を
営

む
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
を
改
正
法
第
三
条
の
規
定
（
改
正
法
附
則
第
一
条
第

五
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
海
上
運
送
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
登
録

を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の
規
則
第
十
七
条
第
二
十
七
号
の
二
十
九
の
規
定
を
適
用
す
る

。

　

福
岡
県
環
境
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
三
号

　
　
　

福
岡
県
環
境
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
環
境
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
福
岡
県
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
第
十
一
号
チ
中
「
第
三
条
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
同
法
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
不
定
期
航
路
事
業
の
届
出
を
し
た
者
又
は
」
を
削
り
、
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
一
条
第

一
項
」
に
、
「
者
が
」
を
「
者
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
不
定
期
航
路
事
業
の

登
録
を
受
け
た
者
又
は
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
貨
物
専
用
不
定
期
航
路
事
業
の
届
出

を
し
た
者
が
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

海
上
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
四
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と

い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
小
型
船
舶
旅
客
不
定
期
航
路
事
業
を
営
む

こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
を
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号

）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
環
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境
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
十
一
号
チ

の
規
定
を
適
用
す
る
。

３　

改
正
法
附
則
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
人
の
運
送
を
す
る
不
定
期
航
路
事
業
を
営

む
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
を
改
正
法
第
三
条
の
規
定
（
改
正
法
附
則
第
一
条
第

五
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
海
上
運
送
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
登
録

を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の
規
則
第
十
五
条
第
十
一
号
チ
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　

福
岡
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
四
号

　
　
　

福
岡
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「
第
六
十
一
条
」
を
「
第
六
十
二
条
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
一
条
を
第
六
十
二
条
と
し
、
第
六
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
環
境
影
響
評
価
に
係
る
書
類
等
の
公
開
の
期
間
）

第
六
十
一
条　

条
例
第
四
十
九
条
の
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
手
続
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
同
条
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十

年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
希
少
野
生
動
植
物
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し

、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
五
号

　
　
　

福
岡
県
希
少
野
生
動
植
物
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
　
　

則

　

福
岡
県
希
少
野
生
動
植
物
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
七
条
第
八
号
チ
中
「
第
三
条
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
、
「
免
許
」
を
「
許
可
」
に
改
め
、

「
同
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
不
定
期
航
路
事
業
の
届
出
を
し
た
者
又
は
」
を
削
り
、
「
第
二
十
一

条
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
者
が
」
を
「
者
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

一
般
不
定
期
航
路
事
業
の
登
録
を
受
け
た
者
又
は
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
貨
物
専
用

不
定
期
航
路
事
業
の
届
出
を
し
た
者
が
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

海
上
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
四
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と

い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
小
型
船
舶
旅
客
不
定
期
航
路
事
業
を
営
む

こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
を
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号

）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
希

少
野
生
動
植
物
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十

七
条
第
八
号
チ
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３　

改
正
法
附
則
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
人
の
運
送
を
す
る
不
定
期
航
路
事
業
を
営

む
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
を
改
正
法
第
三
条
の
規
定
（
改
正
法
附
則
第
一
条
第

五
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
海
上
運
送
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
登
録

を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の
規
則
第
十
七
条
第
八
号
チ
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　

福
岡
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
償
還
金
等
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ

こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
償
還
金
等
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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福
岡
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
償
還
金
等
徴
収
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
償
還
金
等
の
徴
収
事
務
に
つ
い
て
」
を
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
に
、
「
福
岡
県
森

林
組
合
連
合
会
及
び
福
岡
県
木
材
協
同
組
合
連
合
会
並
び
に
別
に
定
め
る
森
林
組
合
及
び
木
材
協
同
組

合
に
そ
の
」
を
「
償
還
金
等
の
徴
収
事
務
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
」
を
「
法
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
と
い
う
。
）
は
、
委

託
を
受
け
た
徴
収
事
務
の
一
部
に
つ
い
て
、
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
同

項
に
規
定
す
る
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
は

、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
委
託
に
つ
い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
、
「
福
岡
県
森
林
組
合
連
合
会
及
び
福
岡
県
木

材
協
同
組
合
連
合
会
（
以
下
「
連
合
会
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
償
還
金
等
の
徴
収

事
務
の
委
託
を
受
け
た
森
林
組
合
及
び
木
材
協
同
組
合
（
以
下
「
組
合
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
指
定

公
金
事
務
取
扱
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
託
者
」
と
い
う
。

）
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
組
合
等
」
を
「
受
託
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
組
合
等
は

、
連
合
会
等
」
を
「
受
託
者
は
、
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
及
び
第
五
条
中
「
組
合
等
」
を
「
受
託
者
」
に
、
「
連
合
会
等
」
を
「
指
定
公
金
事
務
取
扱

者
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
第
一
項
中
「
連
合
会
等
」
を
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
連
合
会
等
及
び
組
合
等
」
を
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
及
び
受
託
者
」
に
改
め

、
「
記
載
」
の
下
に
「
し
、
及
び
こ
れ
を
保
存
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「

連
合
会
等
及
び
組
合
等
」
を
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
及
び
受
託
者
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第

二
号
中
「
連
合
会
等
及
び
組
合
等
」
を
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
及
び
受
託
者
」
に
、
「
調
整
」
を
「

調
製
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
連
合
会
等
及
び
組
合
等
」
を
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
及
び
受
託

者
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
土
地
改
良
財
産
の
譲
与
及
び
管
理
の
委
託
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
七
号

　
　
　

福
岡
県
土
地
改
良
財
産
の
譲
与
及
び
管
理
の
委
託
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

　
　
　

改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
土
地
改
良
財
産
の
譲
与
及
び
管
理
の
委
託
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
福
岡

県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
筑
後
川
水
系
農
地
開
発
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
朝
倉
農
林
事
務
所
筑
後
川
水
系
農
地

防
災
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
償
還
金
等
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
八
号

　
　
　

福
岡
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
償
還
金
等
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
償
還
金
等
徴
収
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
福
岡
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
償
還
金
等
の
徴
収
事
務
の
委
託
）

第
二
条　

知
事
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
償
還
金
等
の
徴
収
事
務
の
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
三
条
中
「
償
還
金
等
徴
収
事
務
」
を
「
償
還
金
等
の
徴
収
事
務
」
に
、
「
信
漁
連
」
を
「
者
（
以

下
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
中
「
信
漁
連
」
を
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
に
改
め
る
。
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第
六
条
第
一
項
中
「
信
漁
連
」
を
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
に
改
め
、
「
（
別
記
様
式
）
」
を
削

る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
信
漁
連
」
を
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
に
改
め
、
「
記
載
」
の
下
に
「
し
、

及
び
こ
れ
を
保
存
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
信
漁
連
」
を
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者

」
に
改
め
る
。

　

別
記
様
式
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、

こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
七
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
及
び
」
の
下
に
「
第
二
項
並
び
に
」
を
、
「
第
三
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二

項
」
を
加
え
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
及
び
」
の
下
に
「
第
二
項
並
び
に
」
を
、
「
第
三
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及

び
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
様
式
第
一
号
」
の
下
に
「
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報

告
に
あ
っ
て
は
様
式
第
二
号
」
を
加
え
、
「
様
式
第
二
号
」
を
「
様
式
第
三
号
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
報
告
に
あ
っ
て
は
様
式
第
四
号
」
に
、
「
様
式
第
三
号
」
を
「
様
式
第
五
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
加
え
、
「
法
第
三
十
条
第
一

項
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
に
、
「
様
式
第
四
号
」
を
「
様
式
第
六
号
」
に
改
め

る
。

　

様
式
第
一
号
中
「　　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
、
記

載
要
領
３
を
削
り
、
記
載
要
領
４
を
記
載
要
領
３
と
し
、
記
載
要
領
５
を
記
載
要
領
４
と
す
る
。

　

様
式
第
四
号
中
「様

式
第
４
号

」
を
「様

式
第
６
号

」
に
、

「

□　
法
第
26条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
福
岡
県
知
事
に
対
す
る
報
告

（漁
獲
割
当
管
理
区
分
に

お
け
る
漁
獲
量
等
の
報
告

）

 

」
を

□　
法
第
30条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
福
岡
県
知
事
に
対
す
る
報
告

（非
漁
獲
割
当
管
理
区
分

に
お
け
る
漁
獲
量
等
の
報
告

）

「

□　
法
第
26条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
福
岡
県
知
事
に
対
す
る
報
告

（漁
獲
割
当
管
理
区
分
に

お
け
る
漁
獲
量
等
の
報
告

）

 

」
に
改
め
、
同
様

□　
法
第
26条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
福
岡
県
知
事
に
対
す
る
報
告

（漁
獲
割
当
管
理
区
分
に

お
け
る
漁
獲
量
等
の
報
告

）

□　
法
第
30条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
福
岡
県
知
事
に
対
す
る
報
告

（非
漁
獲
割
当
管
理
区
分

に
お
け
る
漁
獲
量
等
の
報
告

）

□　
法
第
30条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
福
岡
県
知
事
に
対
す
る
報
告

（非
漁
獲
割
当
管
理
区
分

に
お
け
る
漁
獲
量
等
の
報
告

）

式
を
様
式
第
六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
三
号
中
「様

式
第
３
号

」
を
「様

式
第
５
号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
二
号
中
「様

式
第
２
号

」
を
「様

式
第
３
号

」
に
、

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

載
要
領
４
を
削
り
、
同
様
式
を
様
式
第
三
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

漁
獲
量
等
報
告
書
（
漁
獲
割
当
管
理
区
分
）

特
定
水
産
資
源
（
特
別
管
理
特
定
水
産
資
源
を
除
く
。
）
の
漁
獲
量
等
報
告
書
（
漁
獲
割
当
管
理
区
分
）

漁
獲
量
等
報
告
書
（
非
漁
獲
割
当
管
理
区
分
（
漁
獲
努
力
量
管
理
区
分
を
除
く
。
）
）

特
定
水
産
資
源
（
特
別
管
理
特
定
水
産
資
源
を
除
く
。
）
の
漁
獲
量
等
報
告
書
（
非
漁
獲
割
当
管
理
区
分

（
漁
獲
努
力
量
管
理
区
分
を
除
く
。
）
）
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様
式
第
一
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式

」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の

と
み
な
す
。

３　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
な
お
所
要
の
修
正
を
し

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

福
岡
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
（
令
和
二
年
福
岡
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
下
水
道
課
（
以
下
「
下
水
道
課
」
を
「
上
下
水
道
課
（
以
下
「
上
下
水
道
課
」

に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
二
項
の
表
財
務
担
当
課
の
項
及
び
第
八
条
第
一
号
中
「
下
水
道
課
」
を
「
上
下
水
道
課
」

に
改
め
る
。

　

第
十
六
条
第
二
項
中
「
下
水
道
課
長
」
を
「
上
下
水
道
課
長
」
に
改
め
る
。

　

第
十
七
条
の
表
建
築
都
市
総
務
課
及
び
下
水
道
課
の
項
中
「
下
水
道
課
」
を
「
上
下
水
道
課
」
に
改

め
る
。

　

第
二
十
二
条
、
第
三
十
九
条
第
二
項
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
三
条
第
二
項
、
第
五
十

六
条
第
一
項
、
第
五
十
八
条
及
び
第
六
十
六
条
中
「
下
水
道
課
長
」
を
「
上
下
水
道
課
長
」
に
改
め
る

。
　

第
六
十
八
条
第
一
項
中
「
下
水
道
課
」
を
「
上
下
水
道
課
」
に
、
「
下
水
道
課
長
」
を
「
上
下
水
道

課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
下
水
道
課
長
」
を
「
上
下
水
道
課
長
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
九
条
及
び
第
七
十
条
中
「
下
水
道
課
長
」
を
「
上
下
水
道
課
長
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
二
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
後
段
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
九
第

一
項
後
段
」
に
改
め
る
。

　

様
式
目
次
中
「
下
水
道
課
」
を
「
上
下
水
道
課
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
一
号
及
び
様
式
第
三
十
二
号
中
「下

水
道
課
長

」
を
「上

下
水
道
課
長

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
十
二
条
の
改
正
規
定
は
、
令

和
八
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
二
条
第
三
号
中
「
福
岡
市
警
察
本
部
」
を
「
福
岡
市
警
察
部
」
に
、
「
自
動
車
警
ら
隊
、
鉄
道
警

察
隊
、
科
学
捜
査
研
究
所
及
び
機
動
捜
査
隊
を
除
く
」
を
「
高
速
道
路
交
通
警
察
隊
、
第
一
機
動
隊
及

び
第
二
機
動
隊
に
限
る
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
自
動
車
警
ら
隊
、
鉄
道
警
察
隊
、
科
学
捜
査
研

究
所
及
び
機
動
捜
査
隊
を
除
く
」
を
「
高
速
道
路
交
通
警
察
隊
、
第
一
機
動
隊
及
び
第
二
機
動
隊
に
限

る
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
中
「
及
び
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
課
（
室
）
の
長
（
以
下
「

部
長
等
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

　

第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
中
「
部
長
等
」
を
「
部
長

」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
四
条
第
一
項
第
十
一
号
中
「
支
出
事
務
」
を
「
公
金
の
支
出
に
関
す
る
事
務
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
六
条
第
二
項
の
表
二
の
項
中
「
及
び
自
動
口
座
振
替
」
を
「
、
自
動
口
座
振
替
及
び
法
令
で

定
め
ら
れ
た
電
子
納
付
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
七
条
第
三
項
中
「
自
動
口
座
振
替
」
の
下
に
「
、
法
令
で
定
め
ら
れ
た
電
子
納
付
」
を
加
え
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る
。

　

第
百
十
条
第
三
項
中
「
又
は
」
の
下
に
「
法
令
で
定
め
ら
れ
た
電
子
納
付
若
し
く
は
」
を
加
え
る
。

　

第
二
百
一
条
第
一
号
中
「
、
同
規
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
室
」
を
削
る
。

　

第
二
百
二
条
第
二
項
、
第
二
百
三
条
、
第
二
百
四
条
、
第
二
百
十
三
条
及
び
第
二
百
十
五
条
第
一
項

中
「
部
長
等
」
を
「
部
長
」
に
改
め
る
。

　

別
表
一
の
二
の
項
及
び
三
の
項
中
「
支
出
事
務
」
を
「
公
金
の
支
出
に
関
す
る
事
務
」
に
改
め
る
。

　

別
表
二
中

「
職
員
研
修
所

会
計
事
務
を
担
当
す
る
主
幹

県
税
事
務
所

副
所
長
（
副
所
長
を
置
か
な
い
県
税
事
務
所
に
あ
つ

て
は
、
次
長
）

」
を

「
県
税
事
務
所

副
所
長
（
副
所
長
を
置
か
な
い
県
税
事
務
所
に
あ
つ

て
は
、
次
長
）

」
に
、

「
交
通
機
動
隊

高
速
道
路
交
通
警
察
隊

第
一
機
動
隊　

第
二
機
動
隊

」
を
「

高
速
道
路
交
通
警
察
隊

第
一
機
動
隊　

第
二
機
動
隊

」
に
改
め
る
。

　

別
表
三
県
民
情
報
広
報
課
の
項
中
「
県
民
情
報
広
報
課
」
を
「
法
務
・
県
民
情
報
課
」
に
改
め
、
同

表
市
町
村
振
興
局
行
財
政
支
援
課
の
項
中
「
市
町
村
振
興
局
行
財
政
支
援
課
」
を
「
市
町
村
行
財
政
支

援
課
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
十
三
号
及
び
様
式
第
九
十
五
号
中

「

出
　
納
　
員
　
確
　
認

年
　
月
　
日

出
納
員
確
認
印

」
を

「

出
納
員
確
認

年
　
月
　
日

」
に
改
め
、
備
考
を
削
る
。

　

様
式
第
百
五
十
四
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式

第
1
5
4
号

の
２

（
第

2
0
0
条

の
３

）

年
　

 
月

　
 
日

　
年

度

所
属

コ
ー

ド

所
　

属
　

名

本
月

受
入

額
本

月
払

出
額

前
月

残
残

額

所
得

税

住
民

税

社
会

保
険

料

特
別

法
人

事
業

税
等

そ
の

他

　
 
計

証
券

枚
数

証
券

金
額

所
得

税

住
民

税

社
会

保
険

料

特
別

法
人

事
業

税
等

そ
の

他

　
 
計

証
券

枚
数

証
券

金
額

所
得

税

住
民

税

社
会

保
険

料

特
別

法
人

事
業

税
等

そ
の

他

　
 
計

証
券

枚
数

証
券

金
額

年
　

 
月

 
　

日

作
成

日

　
歳

 
入

 
歳

 
出

 
外

 
現

 
金

 
月

 
計

 
突

 
合

 
表

ペ
ー

ジ

　
　

　
年

　
　

　
月

分

消
込

不
能

額

出
 
納

 
員

 
確

 
認

不突合額

（
不

 
突

 
合

 
理

 
由

）

県　　分指定金融機関分
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附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


